


国立大学法人東京大学と文京区との相互協力に 

関する協定実施細目 

 

 
（趣旨） 

第１条 この細目は、国立大学法人東京大学と文京区との相互協力に関する協定（平成

17 年 1 月 12 日。以下「協定」という。）第２条第２項の規定に基づき、その実施につ

いて必要な事項を定めるものとする。 
 
（学術研究の成果の提供とその支援） 

第 2 条 国立大学法人東京大学（以下「甲」という。）は、その学術研究の成果を、文京

区（以下「乙」という。）に対し、積極的に公開するよう努める。 
２ 甲は、その学術研究の成果を、乙の依頼に応じ、乙の学校教育・生涯学習・産業育

成等に係る施策の充実に活かすよう努める。 
３ 乙は、甲の開催する公開講演会等について、甲からの依頼があった場合には、その

広報について協力に努める。 
４ 乙は、甲からの依頼があった場合、甲の学術研究成果を発表する場所及び機会の提

供に努め、必要に応じて後援等を行う。 
 
（人材育成のための協力） 

第３条 甲は、乙の依頼に応じ、乙における学習指導の補助のため、甲の学生が協力す

るようあっせんする。協力の形態、協力する者の数、協力する者への謝礼等について

は、別途協議する。 
２ 甲は、乙における次代を担う人材育成のため、その所有する資源を、その業務に支

障のない範囲において利用させるよう努める。利用の形態、料金、利用期間等につい

ては別途協議する。 
 
（施設の利用） 

第４条 甲及び乙は、協定の目的を達成するため、それぞれ保有する施設を、その業務

に支障のない範囲において利用させるよう努める。利用の形態、料金、利用期間等に

ついては別途協議する。 
 
（その他の協力） 

第５条 甲及び乙は、協定の目的を達成するため、第２条乃至第 4 条に規定する事項以

外の相互協力について検討し、必要に応じて協議を行う。 
 

 


